
議案第５０号 

   さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。

平成３０年２月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

   さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例

さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年さいたま市条例第５１号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用）

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用）

第１５条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第６条、第８条、第１０条から第

１２条まで、第１４条（第４項ただし書を除く。

）、第１９条、第２０条第１項、第３項及び第４

項、第４４条第７号並びに第４８条の規定は、幼

保連携型認定こども園について準用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１５条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第８条、第１０条から第１２条ま

で、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第１

９条、第２０条第１項、第３項及び第４項、第４

４条第７号並びに第４８条の規定は、幼保連携型

認定こども園について準用する。この場合におい

て、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
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